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「市民協働」を知ろう 
地域では、社会貢献の意欲の高まりとともに、市民や事業者の皆さんが主体的に地域づくりに

取り組まれています。さらには、これらの取り組みを、より効率的かつ効果的に進め、これからの豊

かな地域社会を築くために、さまざまな主体と一緒に取り組むことが求められています。 

そこで、四日市市では、平成 27 年４月に「市民協働促進条例」を施行し、さらに、総合的か

つ計画的な市民協働の促進を図るため、平成 28 年３月に「市民協働促進計画」を定めました。

また、令和３年３月には、前計画の成果や課題、地域社会の変化などを踏まえた「第２次市民

協働促進計画」を策定しました。 

この計画は、行政だけでなく、市民、事業者など地域を構成するすべての主体が連携、協働し

て市民協働のまちづくりを進めていくための指針となるものです。 

このような「市民協働」の考え方や進め方について、皆が理解を深め、良い成果につなげていくこ

とを目的に本書を作成しました。 

１． 市民協働の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

だからこそ、 
今、市民協働が
必要なんですね 
 

人口構造の 
変化 

担い手の減少 

価値観の 
多様化 

課題の多様化 

変化 

地域への帰属 
意識の希薄化 

NPO…「Non-Profit Organization（非営利組織）」の略称。さまざまな社会貢献 

活動を行い、構成員に対して収益を分配することを目的としない団体で法人

格を有するもの。 

公共性が高い活動の担い手として、自治会等の地縁団体・NPO・ボランティア
団体・事業者など多様な主体が関わり、それぞれの得意分野や能力・経験をま
ちづくりに生かしていくことが必要となってきます 

方向性 

ひと口用語解説 

 お互いが助け合う 
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２． 市民協働の定義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

→定義だけ見ると難しそうに感じるかもしれませんが、実は市民協働は 

とても身近なものなのです！ 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「つながる」ことで、 

新たな効果が期待 

できるんだ 

【市民協働とは】 
 

市民主権の理念のもと、市民等、 

市民活動団体、議会、事業者 

及び市等が連携し、それぞれの 

持つ特性を活かしてまちづくりに 

取り組むこと 

（市民協働促進条例第２条より） 

地域で子ども・高齢者の
見守り活動を行った 

市のワークショップで 
意見交換をした 

ひと口用語解説 

近所の人と見通しの悪い 
遊び場の草刈りをした 

防災訓練・まつりなど 
地域の行事に携わった 

CSR…「Corporate Social Responsibility（企業の社会的責任）」の略称。 

企業が社会に与える影響に責任を持つこと。 

 

海岸の清掃活動に 
市民・企業として参加した 

こども食堂のフードパントリー 
に食材を寄付した 

協働は地域課題を解決するための「手法」であり、「目的」ではありません。 
「協働」をするために始めるのではなく、地域課題を自分事として認識し、解決に

向けて相手方と対話し、連携することから協働が始まります！ 
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 さまざまな「担い手による協働・連携」を紹介 
市民協働でつながる事例はどのようなものがあるでしょうか？ 
ここでは、さまざまな担い手が連携して「つながる」事例を紹介します 

 

 「つながる」 事例 その① 市民等 × 市民活動団体 など 
 

 

 

 

 

       

 

 

      

  

「つながる」 事例 その② 市民活動団体等 × 市 など 
 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の支え合い活動 
  

市内各地では、元気でいきいきと、住み慣れたまちでずっと 

暮らし続けたい、そんな思いからスタートした地域での支え合 

いの取り組みが、地域の団体や NPO などによって始められて 

います。 

【取り組み例】 

・高齢者等の生きがいづくり（例：サロンやカフェの開催）  

・日常家事等の支援（例：暮らしのお手伝い事業） 

・困窮家庭の子育て支援（例：子ども食堂の運営） 

これらの取り組みでは、その他の地域団体や医療機関な 

どとの連携に加え、多くの地域住民が支える側となって参加 

しています。 

市民活動団体等と市との協働事業 
  

行政のさまざまな分野における公共的な 

課題の解決に向け、市民活動団体等の専 

門性や地域性を生かした協働による委託 

事業が、市民活動団体等と市との協働 

で行われています。 

   【取り組み例】 

・多文化共生支援（例：日本語学習支援事業）・男女共同参画支援（例：はもりあカレッジ）  

・子育て支援（例：ファミリー・サポート・センター事業、子どもと若者の居場所づくり事業） 

・障害者支援 （例：ふれあい農園運営事業、こころのバリアフリー推進事業） 

・環境保全活動 （例：エコパートナーシップ推進事業、里山竹林環境保全支援事業） 

ひと口用語解説 
クラウドファンディング…群衆(crowd)と資金調達(funding)を組み合わせた造語。 

不特定多数の人がインターネットなどを経由して他の人々や

組織に財源の提供や協力などを行うこと。 

NPO による通所型サービスの様子 

日本語学習支援 
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 「つながる」 事例 その③ 事業者 × 市民活動団体 など  

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※「プロボノ活動」について 
 プロボノとは、ラテン語の Pro Bono Publico（公共善のた

め）を語源とする言葉で、社会的・公共的な目的のために、

職業上持っている専門的な知識やスキル、経験を生かして社

会貢献するボランティアのことを言います。 

市では、「四日市プロボノプロジェクト」を立ち上げ、専門的

知識を持ち社会貢献をしたいと考える全国の社会人と、それ

らの人からサポートを受けたい市内の市民活動団体をオンラ

イン上でつなぐプロボノ活動支援事業を実施しています。 

支援を受けた市民活動団体からは、「これまで手を付けら

れなかった課題の解決につながった」「運営についての貴重な

アドバイスがもらえた」などの声がありました。 

ひと口用語解説 

プロボノ市民活動団体向け説明会 

事業者と市民活動団体による地域づくり 
  

市内では、地域の事業者が祭りや行事に協賛することや、 

清掃活動などの環境美化活動に従業員が積極的に参加 

するなど、事業者と地域の団体や NPO などが連携、協力 

し合って地域づくりを行う協働の取り組みが活発に行われて 

きています。 

 それらの取り組みにおいては、事業者が支援者となり、 

市民活動へ資金を提供するものや、市民活動団体が 

地域に密着した公共交通などの公益性の高い事業を支援 

するものなど、さまざまな連携の取り方があります。 

 

 【取り組み例】 

・事業者による市民活動への助成 

（例：NPO サポートファンド） 

・市民活動団体による公共交通利用促進への支援 

（例：あすなろう鉄道沿線美化活動） 

・市民活動団体への支援 

（例：プロボノ活動(※)支援） 

あすなろう鉄道応援プロジェクト 

プロボノでの支援先団体ヒアリング 

ファシリテーション…人々の活動が容易にできるよう支援し、うまくことが運ぶ

よう舵取りすること。会議の場においては、話し合いが効

果的に行われるように中立的な立場から進行を行うこと。 

 

プロボノ市民（社会人）向け説明会 
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「つながる」 事例 その④ 市民活動団体 × 市民活動団体  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらのほかにも市内には 

たくさんの つながる があります。 

  それらのパターンには、決まりはありません。 

それぞれの取り組みに対する効果的な「つながる」を作って 

市民協働 のまちづくりを進めましょう！ 

 

 

このような 

「中間支援」が、 

これからもさらに 

重要になるよ 

市民活動団体等への中間支援活動 
 

市内には、市民協働に関わるさまざまな主体の間に立って、それぞれの活動の支援や連携を図る中

間支援の機能を持った市民活動団体があります。こうした中間支援団体は、市民活動団体に対して

全体的な観点から相互の連携、情報交換の場やノウハウの提供、活動の助言などを行っています。 

このような、市民活動団体の育成・強化や、そのための基盤づくりの推進、市民活動団体と行政や

事業者等との資源の仲介（人材・物品・資金等）などを行う中間支援活動は、市民協働の促進に

重要な役割を果たしており、その必要性はますます高まっています。 
 

 【取り組み例】 

・市民等による市民活動への寄附（例：公益財団法人ささえあいのまち創造基金による助成） 

・市民活動への人材等の支援（例：人財ポケットよっかいちによるマッチング） 

・市民活動団体の基盤強化等への支援 

（例：特定非営利活動法人四日市 NPO 協会による各種講座の開催、情報発信） 

ひと口用語解説 

ささえあい基金公開プレゼンテーション 

中間支援団体（組織）…市民協働に関わるさまざまな主体の間に立ってそれぞれ

の活動を支援する団体（組織）であり、市民活動団体等へ

の相談業務や情報提供などの支援及び人材や資金等の市民

活動に必要な資源の仲介、政策提言等を行う団体（組織）。 
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「市民協働」で取り組もう 

１．はじめる前に 

市民協働は、さまざまな主体が連携して取り組むことなので、必ず相手があります。 

よって、何かを市民協働で取り組もうとする場合、基本となる約束事があります。ここ 

では、市民協働をはじめる前の心構えを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
それぞれの主体が、自ら

の情報を積極的に公開す
ることによって、理解し合
い、信頼し合える関係を築
きましょう 

目標と検証結果の共有 
取り組みの目的・目標を共

有し、取り組んだ結果を検証
し、お互いに讃え、振り返りを
しましょう 

何はともあれ、まずは 

お互いをよく知るように 

しましょう！  

That’s communication! 

 

 

自主性と自立性の尊重 
それぞれの主体はそれぞれ

に独立し、自主性と自立性
を持って活動していることを理
解し、相手の活動に干渉した
り自立性を阻害したりしない
ようにしましょう 

対等な関係の構築 
市民協働の相手と相互

に対等の立場であることを
自覚したうえで、より良い協
働の関係を築きましょう 

相互理解 
双方の考えや特性を

理解・尊重し、相互に長
所を活かしつつ、足りな
い部分を補い合いながら
協働の取り組みを進めま
しょう 

ひと口用語解説 ダイアローグ…話し手と聞き手とが理解を深めながら、互いに共感や意識・行動の 

変化を引き出し合う創造的なコミュニケーションのあり方を指す。 
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２．協働・連携に向けた 「虎の巻 十箇条」 

「自分たちだけでは解決できない」、「さらなるチャレンジをしたい」と感じて、協働・連携

の必要性が生まれます。そのような市民協働の領域において、市民等、市民活動団体、

議会、事業者及び市が、効果的に協働・連携を図っていくためには、前述の心構えに加

えて、さまざまな工夫やコツが必要となります。 

そこで、ここでは、それらに必要と思われる「虎の巻十箇条」を紹介します。 

 

 
 
 
 

四日市市の市民協働 虎の巻 十箇条 
 

□ その１ 良い協働の相手は、普段の“つながり”から 

分野や活動の内容などが異なる組織同士は、良い協働の相手となること
が多々あります。普段からアンテナを高くして、さまざまな団体等と緩いつながり
を保っておくと、いざというときに役に立つことでしょう。 

 

□ その２ 協働の相手を理解し、尊重する 

協働の相手の特性や組織の状況を理解するとともに、相手も公共善のた
めに取り組んでいることを尊重して接することが大切です。よく知っている団体
であれば、なおさら、お互いのルールやマナーを守るようにしましょう。 

 
□ その３ 直接話し合い、課題・目的・目標を共有する 

協働においては、課題と目的、目標を共有することはとても重要です。異な
る組織同士が協働を進めるためには、電話やメールよりも、たとえ短い時間で
も顔を合わせて直接話し合うことがより効果的です。 

 
□ その４ お互いの強みやできることを確かめ合う 

協働を円滑に遂行するうえでは、まずお互いにできることを確かめ合っておく
ことが大切です。相手は当然できるだろうと決めつけることや、確認不足でお互
い気まずくなることは避けておきたいですね。 

 
□ その５ 相手に重荷とならないよう配慮して継続を 

協働の相手から、無償で技術や知識、人材などの協力をしてもらえる場合、
その好意は長続きしないことがあります。無理のない範囲をあらかじめ確認、
相談しておきましょう。 
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□ その６ まずは、自分の組織がきちんとしていること 

協働の相手が曖昧な会計処理をしていたり、その組織の人たちで言うこと
が違ったりすると困ります。一方、自分の組織がそうであると相手も困ることに
なります。日ごろから、健全な運営や、会員等との意思疎通を心がけましょう。 

 
□ その７ 明確なゴールを設定する（数値や文言などで具体的に共有） 

どのような結果を出し、どのような成果につなげていくのか、明確なゴールを
設けましょう。ゴールまで辿りつけなかったとしても、今後の継続性などについて
話し合っておくとよいでしょう。その際には、具体的な数値や文言にして共有を
図りましょう。 

 
□ その８ つながり方はさまざま、できることから始める 

協働のつながり方には、少し協力することや契約のもとしっかり関係をつくる
ことなど、さまざまな形態があります。まずは、お互いのリスクの少ないところから
合意していきましょう。双方で得意なことを生かし、苦手な部分を補い合える
関係が理想です。 

 
□ その９ 行き違いには、しっかり向き合い、相談を 

協働で進めていると、行き違いに直面することがあります。その時は、その問
題に冷静に向き合い、真摯に対応することが求められます。それでも困難な場
合は、第三者に相談することも解決する手立てとなります。 

 
□ その 10 楽しみながら創意工夫で効果を生み出す 

協働を進めるうえで、お互いが新たな効果を得られるような創意工夫も大
切です。結果としてその時には得られなくても、長期的には生きてくることもあり
ます。何を生み出せるのかを楽しみましょう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

～ 第２次市民協働促進計画について ～ 

 

２ページの“「市民協働」を知ろう”で触れましたが、本市では、市民協働促進条例に基づき、総合的かつ

計画的な市民協働の促進を図るため、令和３年度から令和７年度の５ヵ年を計画期間とする「第２次市

民協働促進計画」を定めており、以下の４つの基本方針に基づき 30 の事業に取り組んでいます。主な取り

組みやその内容につきましては、四日市市ホームページに掲載の「第２次市民協働促進計画」の本冊及び

概要版をご覧ください。 

 

【基本方針】 １．市民協働につながる情報の発信と担い手の育成 

       ２．市民協働の推進力となる市民活動団体の強化 

       ３．市民協働を下支えする“つながり力”の強化 

       ４．市民協働を展開する活動環境の強化 
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３．市民協働による取り組みを進めてみよう！ 

（１）市民協働の基本的な進め方 

ここでは、さまざまな主体が、別の団体と協働で事業を始めようとするときの基本

的な流れを紹介します。 

 

 

 協働による取り組み

の検討

協働のあり方の選択

協働相手の

選定・協議

協働事業の実施

協働事業の評価

さまざまな主体と協働すること

で、それぞれの特性が生かされ、

取り組みの円滑な遂行や目的

達成が見込めるかどうかを検討

しましょう。 

役割分担や成果・責任を明
確にした協定・契約書等を作成
したうえで事業を始めましょう。
問題等が生じたら、双方で話し
合えるようにして、柔軟な対応を
心がけましょう。 

それぞれの団体や組織の得
意なところを生かして協働できる
ような形を選択しましょう。 
例）情報提供・広報の支援、 

人材の派遣、後援、補助・助成など 

協働相手の組織運営はしっかり

しているのか。目的を共有し、役割

分担を明確にして実施できるかな

ど、双方の信頼関係ができるまで

十分に話し合いましょう。 

評価は、協働事業の開始
前、実施中、事業終了後に行
いましょう。また、評価結果は、
当事者双方で振り返って、次の
段階に生かしていくことを話し合
いましょう。 
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市民活動団体等

の公募

審査委員会など

による団体選定

協働事業に向けた
具体的な協議

協働事業の

協定締結

事業開始！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公募にあたっては… 

協働で取り組む趣旨を明確にするととも
に、事業の目的に応じて市民活動団体等の
皆さんにできるだけ広く参加が得られるような
事業内容とするように努めています。 

協働事業の協定締結にあたっては… 
目的、目標、事業の進行管理、役割分担、権

限、予算、経費負担、トラブル対応、リスク管理、連

絡体制、評価方法について協議して、協定を締結

しています。 

十分に話し合い、相互理解が図られるよう努め、 

事業の途中においても、報告や連絡を丁寧に行うよ

うにし、進捗状況などを共有するようにしています。 

 

（２）市が協働事業を行う場合の一般的な進め方について 
 
市では、市民活動団体等と協働して事業を行う場合において、事業目的に応じて公

募等により公平な参加機会を提供するよう努めるとともに、「事業実施にあたって必要な
知識などを有しているか」「事業が滞りなく実施できる体制であるか」などの視点を持った公
正な審査を経て、協働事業のパートナーを選定しています。 

 協働事業のパートナーの 
選定にあたっては… 

・事業を遂行できる体制があるか 

・知見や専門性等が発揮できるか 

・活動の経験や実績等があるか 

などの視点で行います。 
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「市民協働」の評価は？ 
 

１． 評価についての考え方 

市民協働の評価方法は、当事者双方が事前に協議して決定し、事業の各段階あるいは

事業終了後に評価を行うことが良いでしょう。 

評価の基準を明確にすることで、問題点を明らかにし、改善に向けたふりかえりが可能とな

ります。また、事業自体が成功しても、市民協働の観点から見ると、双方の関係が対等でな

かったり、信頼関係を築くことができなかった場合は、評価が低くなることもあります。 

実績を踏まえながら、双方の知恵を持ち寄り、お互いが市民協働の次のステップへ進むた

め、「事前評価・役割分担シート」「実施中評価シート」「ふりかえり評価シート」（14～17

ページ参照）を活用いただき、協働の内容に応じて必要事項を加えるなど、使いやすい工

夫を行い利用してください。 
 

２． 評価の視点 

（１）市民協働により市民等、市民活動団体、市などにどのような効果・変化があったのか 

（２）市民協働の結果として、受益者や社会にどんな効果があったのか 

（３）市民協働の実施プロセスがどうであったか 

など、さまざまな視点があります。 

当事者双方が自己評価を行い、評価結果を持ち寄り協議することによって、より良い市

民協働の実現を目指します。  
 

３． 評価のポイント 

◆何のために評価するのか（目的）  

市民協働の成果だけではなく、事業の過程を共通のしくみで評価し、「課題の共有や改

善のために活用すること」に重点をおきます。 

◆何を評価するのか（対象）  

市民協働に向けた検討、協議、実施、終了の各段階の過程における各主体の市民協

働への理解度や取り組み姿勢と事業の成果を評価します。 

◆誰が評価するのか（主体）  

市民協働の当事者双方が評価します。 

◆どのように評価するのか（手法） 

市民協働における各段階ごとに項目別で、○×、レ点等により評価を行います。そのうえ

で双方の評価の一致や差異について話し合いを行い、評価の共有化を図ります。 
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４． 評価の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 評価結果の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前評価・役割分担

シート 

（様式１） 

市民協働に関する情報を蓄積していくためには、当事者双方の評価に

基づく「ふりかえり」が重要です。これらの積み重ねが、市民協働を次の段階

に進化させていきます。また、市民協働で実施した事業のことを知りたい市

民に対して、わかりやすい情報公開資料としても活用できます。 

事業目的の共有や

役割分担などについて、

協働を開始する前に評

価します。 

評価項目を意識しな

がら、事業内容の組み

立てを検討することも有

効です。 

 

協働を進める中で、

事前評価・役割分担を

踏まえた評価を定期的

に行います。 

評価した内容を当事

者双方で十分に話し合

い、必要に応じて当初

の内容を変更することも

検証しましょう。 

事業終了後にふりか

えりの評価を行います。 

事前や事業実施中

の評価を踏まえ、協働

事業における双方の関

係や成果及び見直しに

重点をおいて評価しまし

しょう。 

実施中評価シート 

（様式２） 

ふりかえり評価シート 

（様式３） 
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＊評価を◎、○、△、×で記入してください 

評価実施日：    年     月     日 

項   目 評  価 

市民協働の意義・ルールを理解しましたか。  

解決すべき課題を明らかにできましたか。  

お互いの特性・立場・状況などを確認できましたか。  

事業目的を明らかにし、共有できましたか。  

役割分担を明確にできましたか。  

お互いの強み・弱みを確認し合いましたか。  

事業の成果目標を明らかにしていますか。  

問題解決後のイメージを共有できましたか。  

コストは適正ですか。  

支払い方法を協議できましたか。  

市民協働の目的を文章化して共有できましたか。  

分かりやすい企画書・契約書を作れましたか。  

トラブルへの役割や対処は協議しましたか。  

協議は対等に行えましたか。  

◎…評価できる ○…どちらかといえば評価できる △…どちらかといえば評価できない ×…評価できない 

 

役割分担表 

                ※必要に応じて当事者数や業務項目数を加除して利用してください 

協働の当事者 

①                  ②               ③ 

 業 務 項 目 担当団体 

１   

２   

３   

４   

５   

事前評価・役割分担シート 
（様式１） 
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＊事前評価・役割分担シートの内容を踏まえ、協働が進んでいるかについて、レ点でチェ

ックをしてください。状況に変化が生じた場合は、コメント欄を活用し、当事者双方で話し

合いを行いましょう 

 

チェック実施日：    年     月     日 

評  価  項  目 チェック コメント 

市民協働の意義・ルールを理解のうえ進めていますか。   

解決すべき課題の状況に変わりはないですか。   

お互いの特性・立場・状況などに変わりはないですか。   

共有している事業目的を確認できていますか。   

役割分担が円滑に行われていますか。   

お互いの強み・弱みを生かして進められていますか。   

事業の成果目標に変わりはないですか。   

問題解決後のイメージに変わりはないですか。   

現時点でのコストは適正ですか。   

支払い方法などに変わりはないですか。   

共有している市民協働の目的に変わりはないですか。   

企画書の内容に変わりはないですか。   

トラブルへの役割や対処方法に変わりはないですか。   

協議は対等に行えていますか。   

 

 

 

 

 

実施中評価シート 

（様式２） 
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評価実施日：    年     月     日 

 事後評価 

１．企画・計画 

 

 
 ①事業目的を明確にし、市民協働の必要性について十分検討しましたか。 

評価 理由 

②事業計画は双方協議して作成しましたか。 

評価 理由 

２．実行 

 ①事業の進捗を共有しましたか。 

評価 理由 

②お互いに役割を果たしましたか。 

評価 理由 

③適切に進捗管理できましたか。 

評価 理由 

３．評価 

 ①双方の組織内部で事業を振り返りましたか。 

評価 理由 

②受益者の評価を得られましたか。 

評価 理由 

③双方で事業を振り返りましたか。 

評価 理由 

④事業の目的・市民協働の目的は達成されましたか。 

評価 理由 

⑤市民協働の過程は順調でしたか。 

評価 理由 

（様式３） 

ふりかえり評価シート 
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 【評価】 ◎…評価できる 

  ○…どちらかといえば評価できる 

  △…どちらかといえば評価できない 

  ×…評価できない 

（記入例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．見直し 

 ①改善すべき点が明確になりましたか。 

評価 理由 

②改善方法は具体的ですか。 

評価 理由 

③満足のいく結果でしたか。 

評価 理由 

④今後も協働したいと思いますか。 

評価 理由 

①事業目的を明確にし、市民協働の必要性について十分検討しましたか。 

評価  ◎ 
理由 事業実施に向けた企画会議を通じて、お互いの役割分担を明確にすること

ができた。 

～☆ 「四日市市市民活動総合保険」の紹介 ☆～ 

 

本市では、「市民主体のまちづくり」に向け、市民の自主的、自発的な公益活動の支援を行って

おり、そのひとつとして、市民団体等が安心して積極的に公益活動を実施できるように、それらの活

動に対する補償を行うための保険制度に加入しています。（事前届出不要） 

 

【保険の概要】 

市民活動に従事する人（指導者やスタッフ）または市民活動の参加者が、市民活動中の事

故によって身体に傷害等を被った場合に適用される補償。  
 

【対象となる活動】 

①市が主催、共催する活動 ②スポーツ団体を除く社会教育関係団体が主催する活動 

③市民団体が主催する市内の公益的な地域社会活動（政治、宗教、営利目的を除く） 
  

【対象となる損害】  

市民活動中に、①従事者や参加者が被った身体の傷害 ②主催者や従事者が他人の身体や

持ち物に損害を負わせた賠償 ③発症した特定疾病や一般疾病による従事者や参加者の死亡 

 

※ 補償内容の詳細につきましては、四日市市ホームページをご覧いただくか、市民協働安全課 

までお問い合わせください。（TEL：059-354-8179） 
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「なやプラザ」は、さまざまな分野で活躍する市民活動団体を支える「市民活動センター」と、市民

の自己実現の場である「なや学習センター」とを一体的に運営している施設です。市民主体のまちづ

くりが円滑に推進されるよう、市民活動に関する相談や支援、会議室や大型プリンターの貸出などを

行っています。 

【四日市市なやプラザ】 

四日市市蔵町 4 番 17 号   TEL：059-357-1370   FAX：059-357-1371 

HP：https://www.npo-naya.jp/     MAIL：info@npo-naya.jp 

開館時間：9：00～22：00（受付時間：～21：00） 

休館日：毎月第 2 月曜日（祝日の場合はその翌日）、12 月 29 日～翌 1 月 3 日 

活動の場の提供 

「四日市市なやプラザ」利用してみませんか？ 

 

 

・ 団体の立ち上げや運営、助成金の申請やボランティア受入団体紹介などにかかる相談の受付 

・ 市民活動に役立つ講座・イベントの開催、図書の貸し出し 

・ ホームページでの情報発信、登録団体の紹介、相談の受付等 

・ 市民活動団体の活動現場などを取材した広報紙の発行、各団体のチラシ配架 

市民活動に関する支援 

・ 貸会議室等の提供（完全予約制です） 音楽室にはピアノもございます 

【定員】会議室１～５,７,音楽室小：30 名／会議室６：18 名／音楽室大：50 名 

【料金】（各部屋均一）※営利団体は３倍の料金となります 

       午前（ ９時～12 時）：  880 円 

       午後（13 時～17 時）：1,320 円 

       夜間（18 時～22 時）：2,010 円 

       全日（ ９時～22 時）：4,210 円 

・ 無料駐車場あり 

・ 広報やイベント時に役立つ印刷機、コピー機、 

大型プリンター（横断幕・ポスター用）設置 

・ 貸館部分全域にフリーWi-Fi 整備 

・ ホームページで活動団体の紹介 

 

【ふらっとサロン(無料)】 
 

市民や市民活動団体のみなさんが 

ふらっと立ち寄ったり、交流ができる 

スペースです！ 
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市との協働に関する相談・支援について 

四日市市 市民生活部 市民協働安全課（市役所５階） 

電話：059-354-8179  FAX：059-354-8316 

ＨＰ：https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/section/ 

1480072586943/index.html 

 

市民活動に関する相談について 

四日市市なやプラザ（四日市市蔵町 4-17）  

電話：059-357-1370  FAX：059-357-1371 

ＨＰ：https://www.npo-naya.jp/ 
 

みえ市民活動ボランティアセンター（津市羽所町 700 番地 アスト津 3 階） 

電話：059-222-5995  FAX：059-222-5971 

ＨＰ：https://www.mienpo.net/ 

 

NPO法人に関することについて 

三重県 環境生活部 ダイバーシティ社会推進課 NPO 班 

（津市羽所町 700 番地 アスト津 3 階） 

電話：059-222-5981  FAX：059-222-5984 

ＨＰ：https://www.pref.mie.lg.jp/NPO/index.htm 

 

ボランティア活動について 

四日市市社会福祉協議会 ボランティアセンター（総合会館２階） 

電話：059-354-8144   FAX：059-354-6486 

ＨＰ：https://yokkaichi-shakyo.or.jp/volunteer-center/ 
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